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(1)

企業 会計上,引 当金 につ いては従来か らいろい ろと論議 され てい るところ

で あ るが,昭 和37年 の 商法計算規定 の全面的大改正に よる引当金規定 の導

入を契機 として,引 当金 についての問題が再 び脚光 をあび るに いた った。改

正 商法が評価基準 と しての原価主義 の採用,繰 延 資産項 目の拡大,引 当金規

定 の新設 な どに よって,商 法 計理体系 の近代化 とい う点で,大 きな意義 が認

め られ るのであ る。 しか し,そ こには依然 として,商 法 と会計理論 との間に

多 くの喰 い違 いがみ られ,殊 に,商 法 の引当 金 の規定 に よって,そ れの飛 躍

的 な拡大適用 化が行なわれ,そ の結 果,引 当金をめ ぐって会計実務界 は混乱

に直面 してい るとい うのが現在 の実状であ る。

本稿 は,こ の よ うな現状 の もとに,会 計理 論 の立場 にたち,か つ,わ が 国

に おいて発表 された諸 家 の意見を参照 しなが ら,引 当金 の本質 を検討 しよ う

とす る もの で あ る。

周 知 の とお り,引 当金 に つ い て は 「企 業 会 計 原 則 ・注 解 」 の 注16に お い

て,次 の よ うに 説 明 され て い る。
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「引当金 には評価勘定 に属す る もの と負債 的性質 を もつ もの との区別 があ

るが,後 者につ いては,流 動 負債 に属す るもの と固定 負債 に属す るもの とを

区別す る必 要があ る。

(1)納 税 引当金,修 繕 引当金 の よ うに将来におけ る特定 の支 出に対す る引当

額が比較的短期間に使 用 され る見込 の ものは,流 動負債に属す るもの とす

る。

(2)退 職給与引当金,船 舶等 の特別修繕 引当金 の よ うに相当 の長期 間を経 て

実際 に支出が行 なわれ ることが予定 されてい るものは,固 定 負債 に属す る

もの とす る。」

これは 引当金 とい う用語 を もって示 されてい る項 目を分類 して,そ れぞれ

の貸借対 照表へ の記載方法 を示 した もので,引 当金 の本質 につ いては規定す

るこ とがな く,お そ らく,会 計文献 に まか され てい るもの と思わ れ る。 引当

金 の設定 いかんに よっては,そ れが 期 間損益 計算 に 及 ぼす影響は 大 きいの
くり

で,引 当金 の実 体 を 明文 を もって 示 され る こ とが望 まれ る。

(2)

企 業会計 の主 たる 目的は,期 間損益計算に よる期 間利益 の算定 にあ る。引

当金 の設定 目的は,期 間 損益計算 を正確にす るため,当 期の費用を正 し く計

上す ることにあ る。 したが って,そ の引当金 が 妥当な もので あ るか ど うか

は,そ の期間費用が合理 的であ るか ど うかに よって決定 され るのであ る。

通常,収 益の計上につ いては,計 算確実性 とい う要請に照 して,実 現 主義

に よって測定 され,そ の期間に帰属すべ き費用 については,発 生主義に よっ

て求 め られ る。発 生 とは,費 用 を ともな う事実 ない し原因 の発生を意味 して

い る。 引当金は,期 間損益計算 に必 要な期間費用 を見積 り計上す る ことに よ

って生ず るもので あ る。いいか えれ ば,そ の計上 され る費用 の大 きさが,未

(1)引 当金については 「企業会計原則と関係諸法令 との調整に関する連続意見書」

の1項 目として,将 来発表 され ることが予定 され ている。
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だ確定 した状態に ないので,こ れ を損益計算 に計上す るに当 っては,判 断 と

い う要素 の介入を避け ることが で きないのであ る。 この よ うな費用 は 「費用

配分 の原則」に よって,そ の発 生 した期間 に割当 て られ,「 費用収益対応 の

原則」に よって収 益に賦課 され る。

以上 を要約すれば,引 当金 の設定 は,期 間損 益計算 を正確 にす るため,発

生主義,費 用配分の原則,費 用 収益対応 の原則に基づ いて行 なわれ る手続 と

考え られ る。ただ,引 当金設定 の場 合は,発 生費用をあ らか じめ見越 して計

算す る予定計算であ るところに特色が あ り,そ れ を除けば損益計算 の一般的

手続 と,ほ とん ど異 な るところはないのであ る。

引当金には,評 価性 引当金 と負債性 引当金 との2つ の種類 が ある ことは,

企 業会計原 則に も規定 され,ま た一般 に もいわれ てい る ところであ る。評価

性 引当金 には,減 価償却 引当金,貸 倒 引当金 な どがあ る。 これ らは貸借 対照

表 の資産 の部に記載 して,特 定 の資産項 目か ら差引 く形式 で表示 され る。い

わゆ る評価勘定 の性 質を もつ もの と考 え られてい る。 したが って,こ の よ う

な考 え方 か ら,た とえば減価償却 引当金 は,固 定 資産の現在価額 を示す ため

に設け られた ものであ り,ま た,貸 倒 引当金は,期 末におけ る受取 勘定 残高

を,そ の現在価 額で評価す るため,受 取勘定 か らの控 除項 目であ るとす る。

評価性 引当金 が,評 価 勘定の性質を もつか らといって,こ の よ うに特定 の

資産項 目の 現在価 額を 明 らかにす るもの とみ るのは,あ くーまで,そ の本質

が,資 産価値 の評価 のため の手段 とみ る静態論的 な考 え方 といわ ざるをえな

い。 しか し,こ れ らの評価性 引当金 が,資 産評価 の結果 として生ず る とみ る

のは妥当 でない。減価償却 引当金 が設定 され るのは,事 実 としての実際減価

の把握が困難であ るか ら,一 定の方法 に よ り,固 定資産に対す る支払 額(原

価)を,予 測 に よる各期間 に配分す るのであ る。 したが って,貸 借対 照表 上

の固定資産の価 額は,事 実 としての 固定資産の減価 とは一応 無関係 であ る。

いいか えれば,固 定 資産か らの差引残高は,た んに残 留す る原価(residual

cost)を 示す にす ぎないのであ る。 また,貸 倒 引当金 につ いては,貸 倒れ に
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対す る将 来の発 生に対す る見積 りで,当 期 の収 益にかかわ りを もつ もの とし

て,当 期 の損益計算 に関 係せ しめ るの であ る(貸 倒 引当損を費用性 の もの と

み るか,収 益控 除性 の もの とみ るかは後述す る)。 貸倒 引当金 も減価 償却 引
く　　

当金 もともに,特 定 資産の評価勘定 または価値 修正勘 定 とみ る見解は,引 当

金 を 貸借対 照表的にのみ 解釈 され た もの として,近 代的会計思考に たつ限

り,賛 成 しえないのであ る。

引当金 を,評 価性 の もの と負債性 の もの とに区別す ることは,設 定 され た

個 々の引当金 の性格 を明 らかに しえて も,引 当金の本質 を究 明 した ことには

な らない。 これ は引当金を引当て られ た 「結果」か らす る見方で,貸 借対照

表的 な表現 とい え る。損益計算上の立場 か らは,引 当金に照応 す る借方の費

用 項 目の性格を吟味す るなかに,引 当金の本質が見 出 され るといえ るであ ろ

う。いいかえれば,引 当金 の本質は,そ の 「原 因」で あ る費用 の見積 り計上
く　ラ

の 検 討 に か か っ てい る こ と とな る。

(3)

わ が国の 「企 業会計原 則注解」 におけ る引当金は,そ の分類 と表示方法を

示 した もの として,い わゆ る リポーテ ソグの基準であ るが,財 務諸表規則取

扱要領第100に おいて,負 債性 引当金 を 「将来 におけ る特定 の支出に対す る

準備額 であ って,そ の負担が当該事業年 度に属 し,そ の金 額を見積 る ことが

で き るものをい う」 と定義 づけ を行 な ってい る。 これは現在,わ が 国におけ

る負債性 引当金 の包括 的規定 を示す ただ一つの ものであ る。

これに よれば,引 当金 を構成 す るものは,次 の三 つの要素 であ るとい うこ

とにな る。

(1)将 来 におけ る特定 の支出に対す る準備額であ る こと。

(2)そ の 負担が当該事業年度に属す ること。

(1)土 岐政蔵 「引当金の境界」産業経理,第21巻 第4号 。

(2)丹 波康太郎 「引当金の設定原因と性質」産業経理,第16巻 第5号 。
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(3)そ の金 額 が 見 積 る こ とが で き る もの で あ る こ と。

しか し,こ れ に よって も,負 債性 引 当 金 の 内容 が 必 ず し も明 らか に な った
くり

とはいいえない。第1は,将 来 に対す る準備額であ るが,引 当金は特定 の 目

的 のために,不 特定 の資産 を留保す る貸方勘定で もあ るわ けで,そ の特定 の

目的 とい うのは,あ る事象が発 生すれば,そ れに応 ず る資金 を保持 す る意味

であ る。 この事象 は,現 金支 出を要す るものか,あ るいは他の資産 の減 少を

きたす こともあ る。 この場合,後 期において,現 金支 出を ともな うことを前

提 としてい るのか,ま たは,災 害 損失 引当金 とい うよ うな ものは認め られ る

のかは 明 らかでは ない。

第2に,そ の負担 が当該事業年度 に属す るとい うことの解釈 であ るが,引

当金相 当額が,当 期 の負担 に属す るか ど うかに関す るもので,引 当金 の当否

を考 え るときの最大 の問題で あ るといえ る。た とえば,将 来 め資産 の増加に

要す る金額 を考慮 して,建 設拡張 引当金 の設定 が許 され るものか ど うか とい

うこと,さ らに,費 用に限 られ るもの として も,引 当金相 当額 を費用 として

計上す るには,当 期の収 益 との対応 関係 を要す る もの とすべ きか否かが問題

であ る。

第3に,金 額 を見積 るこ とがで きる としてい るが,金 額 を見積 る場 合の厳

密 さの程度が 問題で あ る。予想 が漠然 と してい るとか,全 く成 り立 たない場

合 には,予 想すべ き価値 はない といわ なけれ ばな らない。 したが って,金 額

があ る程度確定 す ることに よって,第3の 要素が第2の 要素 と結 びつ いて,

それが当期 の活動 に基因す るために当期 の費用 とし,も し くは,当 期 の収益

に負担 させ るこ とが,妥 当であ るとい うこ とではなか ろ うか 。つ ま り,見 積

費 用 として,費 用性 を有す るか ど うかは,引 当金設定 の 目的か らみ て,重 要

な要 素ではなか ろ うか。

以上の よ うに,財 務諸表規則取扱要領 のいわゆ る負債 引当金に関す る規定

(1)座 談会 「引当金の実態を さぐる」江村稔教授の発言.企 業会計,第12巻 第7号 。
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は,種 々の点で疑義が 生ず るのであ る。 しか し,引 当金は,本 来期間損益 の

正確性 を期す るために設け られた ものであ るか ら,当 該 期間 の収益が,そ の

期 に負担すべ きで ない 性 質 の 費用 に よって,過 小に算定 された り,あ るい

は,そ の期に負担すべ き費用を避け るこ とに よって,利 益が過大に表示 され

ることを防 ぎ,結 局 において,期 間損益計算 の正確性を高め よ うとす るもの

で あ る。

しか しなが ら,引 当金 の設定にあ た っては,過 去 もし くは現在 の諸事実 に

基づ いて,将 来 の予 測が行 なわれ ざるをえ ないため,極 端 の場 合には,も っ

ぼ ら,将 来 の予測 のみ を根拠 として,引 当金 の設定が なされ ることが あ るで

あろ う。引当金 の設定 の当否 が問題 にな るのは,ほ とん ど常に,こ の よ うな
の

場 合 で あ る とい え る。

そ れ で,引 当 金 の本 質 か ら して,そ の設 定 に あ た って,次 の 各条 件 が 充 さ

れ る こ とが 必 要 とな る。

1.引 当 金設 定 の 対 象(借 方 項 目)は,性 格 上,費 用 に 計 上 し うる もの で

あ る こ と。

2.費 用 発 生 の事 実 は,そ の原 因 とな った 活 動 の 行 なわ れ た 年 度 に お い

て,あ らか じめ,相 当確 実 に 予 測 し うる もので あ る こ と。

3.し か も,そ の 金 額 の 合理 性 が 証 明 し うる もので あ る こ と。

4.費 用発 生 が,そ の 金額 確 定 以前 の活動 と,因 果 関 係 を有 して お り,し

た が って,関 係 年 度 の 収 益 に 対 応(賦 課)し うる 性 格 の もので あ る こ

と。
●

引当金 の設定に あた って,期 間損益 計算 の正確性 を期す るためには,以 上

に掲げ た 「費用性 」,「確実性」,「金額 の合理性」,「対応性 」の各条件が,い

ずれ も充 されていなけ れぽな らな い。

したが って,第1の 条件か らは,損 益計算上 の費用 として取扱われ ない,

(1)江 村稔 「期 間費用 の確 定 と引当 金」会 計,第80巻 第3号 。
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債 務償還 のために要す る支出にそ なえての減債 引当金 や,将 来 の資本的支 出

に 充て られ るための建設 拡張引当金な どは,す べ て否定 され るので ある。

第2の 条件 か らは,費 用 を,そ の費用 を と もな う事実が発 生 した時期に計

上せ ず,そ れ以前 におけ る,原 因の発 生 した年度 の負担 にす るために,費 用

の見積 りを行 な う。そ の場合,引 当金を設定 して見積費用 を計上 しうるた め

には,将 来に関す る 推定が きわめ て 確 実 な もの として,多 くの人 々に よっ

て,そ の判 断 の妥当性が認め られ うる ものであ るこ とが必要 であ る。

第3の 条件は,費 用 の見積額は,期 間損益計算を歪 め る よ うなこ とがあ っ

てはな らない ことを意味 してい る。当期に発生 した と考え られ る費用額を超

え て設定 されては な らない。 これを超え てい る場合には,そ の超過分は,引

当 金ではな く,利 益 留保 の性格 を もつ もの とな る。そ のため には,そ の金額

の合理性 が証 明 し うるもので なければ な らない。 た とえぽ,一 般 に,過 去の

経験率や統計的確率 な どが,そ の裏付け とな るもの と解 され てい る。

第4の 条件 と して,当 期 に実現 され た収益 を生み 出すため の活動 に貢献 し

た とみ られ る見積費用部分を も,「費 用収 益対応 の 原則」に よって確 定 し,

これ を当期 の費用に 計上す ることを意味 してい る。 この場合,費 用 を狭義 に

解 し,一 定期 間の収 益に対応 して 測定 され るべ き 費 用 を 意味す るもの と し

て,引 当金 の借方項 目を,収 益 に対応す る目的費用 に限定 され るべ きか,あ

るいは,対 応 され るべ き 収益を もたない 損失 を もいれ るべ きかが 問題 とな

る。損失 とは,価 値 が減耗 あ るいは消耗 し,そ の代償 または対価 の うけ いれ

がない場合であ る。 ペイ トンー リ ツトル トンは,「 一般的 な説 明 と しては,

損失 と費 用 との区別は明 らかで あ るが,実 務 上は,真 の損失 の区別は最 も困

難 な ことであ る」 と してお り,さ らに,こ れに対 し 「すべ て原価 の 費 消分

は,条 件が通常の経営の基準か らあま り外れない限 り,収 益に賦課 して差支

え な く,収 益 と対応せ しめえ ない費用,た とえぽ寄付金 の如 きは生産活 動に

なん らの貢献 も行 なわれ ないが,現 在 の制度 の もとでその支 出が実質上必要

な ら,寄 付は損失で な くて,む しろ収益 のための費用で あ る」 とい う見解 を
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(1)

とってい る。

対応 関係 といって も,個 別的 な給付別対応 よ りも,近 代 会計の損益 計算 に

おいては,期 間的対応 の場合 の意義が大 き く,こ れが,費 用認識基準 として

の発 生主義に適合す る もの と考 え られ る。 しか し,収 益に結 びつ きのない損

失 であ って も,期 間費用 として収益 に負担せ しめ るのは,そ の金額が,費 用

収益対応方式 に よる損益計算にかかげ られ るべ き性格 の もので あ るとい う意
の

味 において,費 用 としての特色 を もつ ことに な る。 しか し,こ れを当期に発

生原因を もたない費 用 一損失 を見積 り計上 して,当 期 の収益 に負担せ しめ る

場 合には問題 とな りうるで あろ う。

引当金の設定 にあた っては,た しか な根拠が あ るもので なければ な らない

ので,将 来生ず るおそれがあ るとい う程度 の漠 然 とした危 険に対す る準備 と

して,見 積損失 を当期の費用 として計上す ることは,実 現 した損失 の費用 計

上 の場合 と異な って,発 生主義に 基づ く期間的対応 関係が 認 め られ ないの

で,期 間損益 計算の正確性 を著 しくそ こね ることとなろ う。 したが って,見

積 損失については,性 格 上,偶 発性 が強 いので費用性は否定 され,引 当金を

設定せ ず利 益留保であ る積立金 を もって処理すべ き こと とな る。

(4)

将来におけ る支出見込額は確定 しないが,費 用発生 の基因が当期におい て

認識せ られ,金 額 もある程度,確 実性を もって測定 し うる もの として,納 税

引当金,修 繕 引当金,特 別修繕 引当金 など,い わゆ る負債性 引当金 とよぼれ

るものが これに該 当す る。

これ らの ものは,い ずれ も費用 の見積 り計上に よって,収 益に賦 課 され る

ものであ るが,こ の よ うな見積費用に類似 した ものに未払費 用があ る。負債

引当金 も未払費用 も,当 期 の収益 に課すべ き費用に対 して,将 来 の支 出を見

(1)PatonandLittleton,AnIntroductiontoCorporateAccountingStan-

dards,PP・93-94,中 島 訳 ,160-161頁 。

(2)江 村 稔,前 掲 論 文 。
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積 る とい う点 で,ま た,代 金 の請求 を うけて い ない とい う点で 類 似 してい

る。 す なわ ち,い ずれ も見積 負債(estimatedliability)tlこ 含 め られ る。 し

か し,未 払費用 は,時 間の経過 に ともない,あ るいは,継 続的 な役務 の うけ

いれに よって,す でに現実に,そ の発生が確認 された ものであ るのに対 し.

負債性 引当金に照応す る費用 の見積 りは,役 務の うけ いれ とい う事実 を とも

なわない もので,そ の金 額は,将 来において確定す るとい う点で,両 者 は ま

った く異 なる。

また さ らに,両 者 の相違点 として,未 払費用が計上 され る場 合には,そ の

支払先 であ る債権 者が決 まってい るのに対 し,負 債引当金 においては普 通特

定 の債権 者が ない ことがあげ られてい るが,会 計的思考に根拠をおけば,債

権者 の有無は問題 に な らない。 とい うのは,負 債 として引当金 を設定す るの

は,資 産 として繰 延勘定を是認 す るのとまった く同一 の立場に ある。す なわ

ち,両 者 は対応 の過程にかかわ る密接 に関連 した二 つの側面で あって,負 担

を事後 の年度に配分す る場合に繰延勘定 として資産が発生 し,そ の負担を事

前 に配 分 し ょうとす るときに引当金勘 定が発生す るので あ る。 資産 といい,

負債 といって も,継 続 してい る企業についてみれぽ大部分が,費 用収益配分

の正当 な割当に よって生ず る ものであ って,企 業 の外部者で あ る他人に対す

くり

る権利義務 とは,必 らず しも関係はないのであ る。太 田博士は,負 債引当金

の 「負債性 とい うのは,資 本勘 定に属 してい る ものでない ことを表現す るた

の
め の用語であ り,負 債で ある とい う意味ではない」 といわれ ている。近代 的

会計は,損 益計算 の正確性を保持す る立場 か ら,貸 借対 照表 は収 支 と損益 と

の期間的 ズ レを調整す る用具 として の機能 を もつ もの として,そ の場合 の貸

借 対照表項 目として の資産であ り,負 債で あ るか らで あ る。

納税引当金は,そ の期の負担すべ き税額が未確定 の場 合,支 払 うべ き税 額

を見積 り,期 間費用に計上 し,こ れに照応 して設け られ る。企業が利 潤を獲

得 し,あ るいは営業活動 を行 な ってい る以上,当 然各種 の納税義務 は発生す

(1).(2)太 田哲 三,「 引当勘定 の再吟 味」産業経 理,第21巻 第1号 。
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る ので,こ れに対す る引当 と解す るので ある。 しか し,納 税支払額 の確定前

の見積債務 は,引 当金で処理す るよ りは,未 払費用 とすべ きであ るとい う見

解 もあ る。 とい うのは,納 税引当金 は他の負債性 引当金 と異 って,支 払先が

決 まってい るので,こ れ を,む しろ未払費用 と して の性格 を もつ もの と解す

るので あ る。 この見解に対 しては,さ きに述べ た よ うに,引 当金についての

債権者 の有無は,そ の本質か らして,必 らず しも直接 的な関係 はない もの と

考 え られ る。 ただ,す でに納期が経過 し,納 入金額 も確 定 してい る場 合は,

未払税金 として納税引当金 とは区別す べ きであ る。 しか し,実 務 上は両者 を

厳密 に区別す る ことは,種 々困難があ るとはいえ,引 当金の性格 を曖 昧な ら

しめないために も,一 応 両者 の区別は必要であ ると思 うので あ る。

つ ぎに,修 繕 引当金につ いてみ ると,こ れは毎 期固定資産 の原能力 を維持

す るために,修 繕 を要す るものについて,当 期に行 なわず,次 期に延期 され

るため,そ の金額を推 定 して期間費用 に計上す るとともに,そ れに照応す る

引当金 を設定す る場 合に生ず る。修繕 引当金 は,ま だ役務 の提 供がな く,か

つ,対 価 の支払 もな され ていないが,修 繕を行 な うべ き事実 の発生(固 定資

産 の利用 に ともなって生ず る物理的能力 の低下)し た以上,そ れが収 益獲得

に 貢献 した部分を 当 期費用に 計上す ることに よって,引 当金 に 繰 入れ られ

る。

修 繕引当金 は,特 定 の外部者に対 して支払われ るべ きもので あ ることが決

まっていないのが普通で あ り,し たが って,負 債的性格に乏 しいので,む し
ロ　

ろ修繕すべ き固定資産 の評価性引当金 とみ るべ きであ る とい う主張 もあ る。

これに対 して西 川教授は 「修繕費は 固定 資産 の持つ物理的 な能 力を保全す る

ために出費 された ものであ って,そ の経済 的価値(資 本価値)を 維持す るた

め の ものではない。 固定 資産の利用 に伴 な う経済価値 としての資産 額の減 少

部分は,減 価償却費計算 に よって補 填 され るのが普通 であ る。……減価償却

制 度 を前提 とす る限 り,修 繕引当金 を固定資産 の評価勘定 と解す ることは,

(1)木 村 重 義,会 計 学 原 論245-246頁 。
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の
二 重計算を なす もの とみ られ 妥当視 され得 ない。」 と述べ てい るが,引 当金

の本質に照 して妥当な批判 と思われ る。

普 通 の修繕費 のほかに,税 法の規 定す る般舶,熔 鉱炉(高 炉)お よび熱風

炉 など,4年 ない し5年 に1回 大修繕 を行 な うた め特別修繕引当金が あ る。

この場合の修繕費 の引当計上 を損金 と認 めているが,そ の結果は,む しろ修

繕費 の期間的平準化 とい う性格 を強 く帯 びてい るもの とみ られ る。

退職給与引当金 は,退 職金 を支払 った とき,金 額をそ の年 度 の費用 としな

いで,支 払原因 の発生 した期間 に割当 て,負 担せ しめ るとともに,そ れに照

応 して設け られた引当金であ る。 この よ うな場合,将 来従 業員 の退職 にあた

って支払わ れ る金額は未 確定で あるが,退 職給与 の支給が従 業員の労 働給付

を 原因 と してい るので,そ の労務 の提供 を うけ た各年 度が,引 当金 に繰 入れ

をす るのは当然 であ るといわねば な らない。

さ らに,評 価性 引当金につ いて,さ きに あげた引当金 一般 の条件に照 して

吟味 してみ ることとす る。

まず,減 価償却 引当金につ いていえば,固 定資産へ の資本投下額は,本 来

損益計算上 の費用 となるべ き額で ある。そ の費用は将 来 の経済活動 に ともな

って発生す るが,固 定資産 の各利 用年度に おいては,固 定資産 の廃 棄 の時期

も,固 定資産 に関す る費用 の全額 も未確定であ るとはいえ,そ れ らは科学 的

あ るいは経験的 に予測 し うる ものであ る。 しか も,そ の費用 は,固 定 資産 が

利 用 され る各年 度 の活動 と因果関 係を もつ もの として,関 係 各年 度の収 益に

賦課 し うるので ある。'

減価 償却 引当金 は,将 来 の支 出に対す る 準備 とい う性格は み られ ないの

で,そ の引当金 に相 応す る額は過 去におい てす でに支 出済みで,そ れに基づ

いて費 用発 生額が見積 られ る とい うところか ら,負 債 の条件 を備え ない評価

性 の引当金 とみ る見解 が通説 となってい る。

引当金を損益 計算 の見地にた ってみ る とき,支 出に よって費用が認識 され

(1)西 川義朗,「 見積負会計 」386頁,体 系 近代会計学,第 三巻 。
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るのではな く,た だ,こ れに よって金額(取 得原価)を 規定す るのみで,費

用 の認識 時点 を規定す るものでは ない。固定資産にあ っては,支 出額か ら予

定 の残存価 額を控 除 し,予 測 された耐 用年 数にわた って割 当て られ ることに

よって,当 期の費用 額が限定 され るので,見 積費用 とい う点では,減 価性 引

当金 も負債 引当金 もなん ら区別す る ところは ないはずであ る。 したが って,

過 去の支出に基 づ く特性 だけを とらえ て評価 性 とす るのは,引 当金 の本質か

らして妥 当な もの とは いいえない。 この点につ いて佐藤孝一教授は 「固定資

産 に対す る支 出額は,予 測 に よって各期間に配分 され るもので あ るか ら,こ

こに見積 りに よる不確定費用 の存在が不可避的 な もの とな り,そ れが将来に

おいて確定計算 に よって調整 され,こ れを可能 な らしめ るのが引当金に他 な
くり

らない」 として,こ こに引当金 の本質 を見 出 し,評 価性引当金 とす る通説に

反対 され てい る。

同 じく評価性 引当金 に 属す る ものと 考え られてい る 貸倒 引当金に つ いて

は,そ の貸倒予想額 の算定 基準 に よってそ の性格は異 なって くるのであ る。

貸倒 予想額 の計算方法には,

(1)期 末受取勘定残高に一一定率を乗ず る方法

(2)期 間中の総売上高 に一定率 を乗 ず る方法

(3)期 間中の総掛売上高el-一..定率を乗ず る方法

(4)得 意先 の個 々の勘 定残高につ き,年 令調べを行 なって,口 別に調査す

る方 法

な どの方 法があ る。 しか し,実 際には個 々の得意先 の 口別に行 なわれ るので

は な く,(1)か ら(3)までの一括 して測定す る方法が と られ,当 期 の貸倒損失を

計上 し,こ れに 照応す る引当金 を 設定 す る方法が 慣行 として 行 なわれ てい

る。 これ に対 して山下教授 は次の よ うに述べ てお られ る。 「貸倒損失 の発生

は,そ の個 々の売掛債権 の 口別につ いて考 え られ るものであ ることを原則 と

す るので,現 実 に貸倒れが お こるまでの段階 では,実 は,貸 倒損失 の発生 と

(1)佐 藤孝一,「 引当金 の一一般 的性格につ い て」企業 会計,第15巻 第10号 。
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の
い うことは いいえないはずであ る。」 とし,し か し,貸 倒 予想 額については,

過去 の経験 とか実績 に よって,売 掛債権全 体 として測定 し判 断す る以外 にな

く,ま た,こ れが慣行 と して行 なわれてい るが,貸 倒引当金 が本来の引当金

として考 え られ うるか ど うか,そ こに根本的 な疑問があ るとされ 「貸倒 引当

金 は,発 生原則に もとつ いて初 めて成立す る引当金 の本質に 照 らして,正 に

それが 引当金 の もつ本来 の性格 にそ の まま適合す るものであ るとは,必 らず

しもいいえないか らであ る。そ れは利 益性 引当金 とか,利 益性準備金 にむ し
　の

ろ近い性格 を もってい る もの と もいえ る。」 と。 この点,わ れ われ も同感 で,

現実には貸倒 れ の事実,あ るいはそ の発生原因 を認識 して引当金 を設け るの

では な く,そ れは あ くまで損失 の予想 に過 ぎない もので,こ の点 か ら費用性

は否定 され るのであ る。

貸倒 引当損 の計上については,期 末受取勘 定 の評価 が行 なわれ るもの とし

て,貸 倒引当損を評価 損 とす る考え方 もあ る。 しか し,引 当金は資産 の評価

過程 として設け られ るもので ない ことは,す でに述 べ た ところで あ る。損益

計算 の建前 か らして,貸 倒 引当金 は売上返品引当金,売 上値 引引当金 と同様

に,売 上収益獲得 のため の費用では な く,む しろ売上金 額そ の ものの純然 た

る修正 を意味 す る ものであ るか ら,そ れへの繰 入額は,総 売上高か らの控 除
(3)

項 目と考 えた方が合理 的であ る。

(5)

現代 の企業 会計は,費 用収益 の対応 関係に よる損益 計算 が中核 とな って構

成 され てい る。 したが って,引 当金 も期 間費用 の認識 ・測 定に関連 させ て考

察 して きたのであ る。 と くに,見 積 損失 の計上は,費 用 の認識基準で あ る発

生主義 とい う第1次 テス トを通過 しえない ため,収 益 との結 びつ きは否 定 さ

(1),(2)山 下勝治,「会計の引当金 ・商法の引当金」企業会計,第15巻 第1号 。

(3)阪 本安一教授は,貸 倒損失のように,費 用の発生を認識 して引当金を設定す る

ものではないか ら,費 用配分の原則によりえないので,費 用収益対応 の原則を適

用す るとされ る。(新訂 ・財務諸表論112頁)
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れたのであ る。 これが,引 当金 と しての項 目を設 定す る場合 の限界線 を画す

るもの と考 え られ る。

つ ぎに,引 当金 の項 目の妥当性は認め られ て も,引 当金 として計上 を許 さ

れ る金額 の多寡が 問題 であ る。 見積費用 が,そ の実現額 以上に繰 入れ られた

そ の超過部分は もはや費用では ない。 い うまで もな く,そ の部分は利益 留保

の性格 を もつ ものであ る。引当金に とって,最 も困難 な問題は この限界 をい

かに決め るか とい うこ とであ る。 しか し,そ れを決定す る指 標 とな るのは,

結 局,費 用収益対応 の原 則であ る。

(注)本 文中に引用 した文献以外に,本 稿執筆にあたって,稗 益 された文献をあげ

れば,つ ぎのとお りであ る。

阪 本 安 一,「 会計上の引当金と準備金」産業経理,第21巻 第9号 。
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